
令和８年度茨城県児童生徒保健統計調査実施要項 

 
１ 調査の目的 
  公立小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校及び特別支援学校における児童

生徒の定期健康診断結果を把握することにより、児童生徒の健康実態を明確にし、健康保持増進

のための基礎資料とする。 
 
２ 調査の対象 
  公立小学校・中学校・義務教育学校・高等学校（定時制を含む）・中等教育学校及び特別支援

学校のすべての児童生徒。 
〇〇  調調査査対対象象ににつついいてて  

・・「「在在籍籍数数」」はは、、令令和和８８年年５５月月１１日日現現在在ととすするる。。  

・・「「調調査査対対象象者者」」はは、、在在籍籍すするる満満６６歳歳かからら 1177 歳歳（（令令和和８８年年４４月月１１日日現現在在））ままででのの児児童童及及びび生生

徒徒ととすするる。。  

        ※※調調査査対対象象年年齢齢とと学学年年がが対対応応ししなないい児児童童生生徒徒はは調調査査対対象象者者かからら除除外外すするる。。  

        

３ 調査事項 
  児童生徒の定期健康診断の結果（健康状態） 
 
４ 調査対象期間 
  令和８年４月～６月 

 
５ 調査方法 

(1) 本調査は、別紙様式「令和８年度児童生徒保健統計調査票（以下「調査票」という。）」に

より実施するものとする。なお、調調査査票票フファァイイルルはは、、各各学学校校でで、、茨茨城城県県学学校校保保健健会会ホホーームム

ペペーージジかかららダダウウンンロローードドすするる。。調調査査票票にに入入力力すするる「「学学校校ココーードド」」はは、、同同ホホーームムペペーージジにに掲掲

載載ししててああるるののでで参参照照・・入入力力すするる。。（（尿尿・・心心臓臓検検診診結結果果のの調調査査とと同同じじもものの。。）） 

 

(2) 市市町町村村教教育育委委員員会会はは、、管管下下のの小小学学校校・・中中学学校校・・義義務務教教育育学学校校・・特特別別支支援援学学校校にに健健康康診診断断結結

果果をを入入力力ししたた調調査査票票フファァイイルルのの提提出出方方法法、、提提出出期期限限ににつついいてて指指示示ををすするる。。  
 
(3) 市市町町村村立立学学校校はは、調査票に、定期健康診断の結果に基づいた数字を入力し、印刷した調査

票を添えて、調査票ファイルを市町村教育委員会が指示した方法により市町村教育委員会

へ提出する。調査票の作成に当たっては、同ホームページに掲載されている「『令和８年度 茨

城県児童生徒保健統計調査票』作成上の注意点」を確認し、数字を入力する。 

 
(4) 市市町町村村教教育育委委員員会会はは、、調調査査票票ののシシーートト上上のの「「教教育育委委員員会会ととりりままととめめ用用フファァイイルル」」の記入例

を参照して、各学校から提出されたデータファイルから、学校ごとのデータ（小学校は１

～６年、中学校は１～３年）をそのままコピーし、教育委員会とりまとめ用ファイルに貼

り付け（（書書式式等等のの変変更更ははししなないい））、合計は出さずに、ファイル名を「○○市教育委員会とり

まとめ用ファイル（小学校）」、「○○市教育委員会とりまとめ用ファイル（中学校）」とし

て保存する。（日立市立日立特別支援学校については、学校から提出されたファイルを保存

する。）なお、茨城県学校保健会あてに次のものを提出する。 
 



 
①①  小小・・中中学学校校別別にに入入力力ししたた「「○○○○市市教教育育委委員員会会ととりりままととめめ用用フファァイイルル」」→→ＥＥメメーールルでで提提出出  

②②   印印刷刷ししたた各各学学校校のの調調査査票票  →→郵郵送送でで提提出出  

   ※ 小・中学校には、義務教育学校を含むものとする。 
 

(5) 県県立立学学校校はは、茨城県学校保健会ホームページから調査票ファイルをダウンロードし、調査

票ファイルに定期健康診断の結果に基づいて数字を入力する。調査票の作成に当たっては、

同ホームページに掲載されている「『令和８年度 茨城県児童生徒保健統計調査票』作成上の注

意点」を確認して入力し、ファイル名を学校コードと学校名、末尾に統統計計を入れて（例 343434
健やか高校統計）保存して、Ｅメールで提出する。また、印刷した調査票は茨城県学校保

健会に郵送で提出する。 
 
６ 提提出出先先  
    茨茨城城県県学学校校保保健健会会    〒〒331100－－00880022      

水水戸戸市市柵柵町町 11--33--11  水水戸戸合合同同庁庁舎舎内内  
E-mail hokenkai@sunshine.ne.jp  

 
７ 提出期限 

市町村教育委員会は、令令和和８８年年 1100 月月９９日日（（金金））までに、 

 

県立学校は、令令和和８８年年 1100 月月２２日日（（金金））までに、茨城県学校保健会に提出する。 

 
（事情があって遅れる場合は、茨城県学校保健会へ連絡をしてください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        《保健統計調査提出のフロー図》 
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茨 城 県 学 校 保 健 会 へ 提 出 
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  TEL  ０２９－２９７－８２２０ 
  FAX  ０２９－２９７－７９５５ 

   E-mail    hokenkai@sunshine.ne.jp  

提提出出期期限限はは  １１00 月月９９日日（（金金））  

  

提提出出期期限限はは  １１00 月月２２日日（（金金））  

  

 
①①  小小・・中中学学校校別別にに入入力力ししたた「「○○○○市市教教育育委委員員会会ととりりままととめめ用用フファァイイルル」」→→ＥＥメメーールルでで提提出出  

②②   印印刷刷ししたた各各学学校校のの調調査査票票  →→郵郵送送でで提提出出  

   ※ 小・中学校には、義務教育学校を含むものとする。 
 

(5) 県県立立学学校校はは、茨城県学校保健会ホームページから調査票ファイルをダウンロードし、調査

票ファイルに定期健康診断の結果に基づいて数字を入力する。調査票の作成に当たっては、

同ホームページに掲載されている「『令和８年度 茨城県児童生徒保健統計調査票』作成上の注

意点」を確認して入力し、ファイル名を学校コードと学校名、末尾に統統計計を入れて（例 343434
健やか高校統計）保存して、Ｅメールで提出する。また、印刷した調査票は茨城県学校保

健会に郵送で提出する。 
 
６ 提提出出先先  
    茨茨城城県県学学校校保保健健会会    〒〒331100－－00880022      

水水戸戸市市柵柵町町 11--33--11  水水戸戸合合同同庁庁舎舎内内  
E-mail hokenkai@sunshine.ne.jp  

 
７ 提出期限 

市町村教育委員会は、令令和和８８年年 1100 月月９９日日（（金金））までに、 

 

県立学校は、令令和和８８年年 1100 月月２２日日（（金金））までに、茨城県学校保健会に提出する。 

 
（事情があって遅れる場合は、茨城県学校保健会へ連絡をしてください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




